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一
、
は
じ
め
に

　

去
る
七
月
二
二
日
、
韓
国
の
大
手
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
グ
ル
ー
プ
で
あ
るQ

oo1

⑴

0

の
系
列
会
社
、
テ
ィ

ケ
ッ
ト
モ
ン
ス
タ
ー
（
以
下
、
テ
ィ
モ
ン
）
が
、
自
社
が

運
営
す
る
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
に
お
け
る
セ
ラ
ー
へ
の
売
上
代
金

精
算
を
無
期
限
で
遅
延
す
る
旨
の
公
表
を
行
っ
た
。
こ
の

公
表
を
受
け
、
セ
ラ
ー
た
ち
は
売
上
代
金
が
精
算
さ
れ
な

い
こ
と
を
懸
念
し
、
当
該
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
を
通
じ
て
販
売
さ

れ
た
未
発
送
商
品
を
一
括
で
販
売
キ
ャ
ン
セ
ル
し
、
決
済

代
行
会
社
も
顧
客
へ
の
返
金
を
し
ば
ら
く
停
止
す
る
こ
と

に
な
り
、
一
般
消
費
者
へ
の
被
害
が
広
範
囲
に
拡
大
し
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
が
発
生
し
た
主
な
原
因
と
し
て
、

テ
ィ
モ
ン
の
親
会
社
で
あ
るQ

oo10

グ
ル
ー
プ
の
子
会

社
、Q

oo

エ
ク
ス
プ
レ
ス
の
ナ
ス
ダ
ッ
ク
上
場
を
目
指
し

た
無
理
な
拡
張
が
指
摘
さ
れ
る
。Q

oo

エ
ク
ス
プ
レ
ス
は

Q
oo10

グ
ル
ー
プ
の
物
流
を
統
括
す
る
流
通
企
業
で
あ

り
、
同
社
の
業
績
を
伸
ば
し
て
ナ
ス
ダ
ッ
ク
に
上
場
さ
せ

る
た
め
に
、Q

oo10

グ
ル
ー
プ
は
テ
ィ
モ
ン
、
ウ
ィ
ー

メ
ー
ク
プ
ラ
イ
ス
（
以
下
、
ウ
ィ
メ
プ
）、
イ
ン
タ
ー

韓�

国
大
手
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の

没
落
と
資
金
決
済
法
上
の
課
題

高　
　
　

逸　

薫

〔
Ｊ
Ｓ
Ｒ
Ｉ
時
事
エ
ッ
セ
イ 

鈴
懸
の
木
の
下
〕
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パ
ー
ク
コ
マ
ー
ス
、W

ish

な
ど
複
数
の
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
を

買
収
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
は
完

全
に
債
務
超
過
の
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、Q

oo10

の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
と
資
金
繰
り
に
大
き
な
悪
影
響
を
与

え
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
二
四
年
二
月

一
三
日
に
はW

ish
を
一
億
七
、
三
〇
〇
万
ド
ル
（
二
三

〇
億
円
）
で
現
金
購
入
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
ウ
ィ
メ
プ

や
テ
ィ
モ
ン
の
セ
ラ
ー
売
上
代
金
を
流
用
し
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
事
象
に
よ
り
、

大
手
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
決
済
シ
ス
テ
ム
に
お
け

る
韓
国
の
資
金
決
済
法
で
あ
る
電
子
金
融
取
引
法
の
欠
陥

が
次
々
と
露
呈
し
て
い
る
。

　

一
方
、
以
上
の
事
例
と
同
様
に
、
日
本
の
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
も
実
質
的
に
資
金
決
済
法
の
規
制
の
対
象
と

な
っ
て
い
な
い
収
納
代
行
ス
キ
ー
ム
を
利
用
し
て
お
り
、

実
際
に
は
売
上
代
金
を
一
定
期
間
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
が
販
売
者
へ
の
支
払
い
を
留
保
し
た
上
で
精
算
す
る
構

造
に
な
っ
て
い
る
点
を
踏
ま
え
る
と
、
日
本
で
も
類
似
の

問
題
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下

で
は
、
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
決
済
方
式
の
構
造
を

具
体
的
に
確
認
し
、
資
金
決
済
法
上
の
取
り
扱
い
と
課
題

に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
す
る
。

二�

、
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の

資
金
決
済
仕
組
み

　

Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
資
金
決
済
構
造
を
理
解
す

る
前
に
、
ま
ず
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
種
類
に
つ
い

て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
、
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
、
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
、
Ｅ
コ
マ
ー
ス
事
業
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
語
が
混
在
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
を
分
類
す
る
方
法
に
も
違
い
が
存
在
す
る

が
、
運
営
方
式
に
関
し
て
は
大
き
く
三
つ
の
種
類
に
分
類

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ま
ず
、
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
型
が
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
型
は
、

Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
小
規
模
な
事
業
者
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
販
売
場
所
を
貸
し
出
し
た
り
、
特
定
の

物
品
や
ブ
ラ
ン
ド
を
販
売
で
き
る
仮
想
空
間
を
提
供
す
る

形
態
を
指
す
。
例
え
ば
、
楽
天
市
場
で
は
、
小
規
模
な
事

業
者
が
楽
天
市
場
側
に
一
定
の
手
数
料
を
支
払
い
、
出
店

し
て
色
々
な
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
マ
ゾ

ン
は
特
定
の
事
業
者
自
体
が
出
店
す
る
と
い
う
よ
り
、
事

業
者
が
特
定
の
商
品
や
ブ
ラ
ン
ド
ご
と
に
分
類
し
て
販
売

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
消
費
者
の
立
場
か
ら
見
る

と
、
商
品
ご
と
に
検
索
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
両
者
の

違
い
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
言
え
る
。

　

次
に
、
自
社
型
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
が
あ
る
。
自
社
型
は
、
Ｅ

Ｃ
サ
イ
ト
運
営
者
が
直
接
販
売
者
で
あ
る
場
合
を
指
す
。

代
表
的
な
例
と
し
て
、
ユ
ニ
ク
ロ
の
よ
う
な
ア
パ
レ
ル
ブ

ラ
ン
ド
が
直
接
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
自
社
の
商
品
を
販

売
す
る
サ
イ
ト
を
運
営
す
る
場
合
が
あ
る
。

　

最
後
に
、
仲
介
型
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

仲
介
型
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
は
、
個
人
販
売
者
と
個
人
購
入
者
を

つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
す
。た
と
え
ば
、メ
ル
カ
リ
やY

ahoo!

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
型
と

異
な
り
、
販
売
者
が
法
人
や
事
業
者
で
は
な
く
個
人
で
あ

る
こ
と
が
多
い
点
が
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｃ
モ
ー

ル
型
と
同
様
に
、
販
売
者
と
購
入
者
の
間
で
発
生
す
る
代

金
決
済
や
物
品
配
送
の
問
題
を
仲
介
す
る
役
割
を
果
た
す

点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

　

こ
の
中
で
今
回
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
型

で
あ
る
。
他
方
、
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
型
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

の
場
合
、
中
間
の
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
販
売
者
と

購
入
者
の
間
で
返
品
お
よ
び
返
金
に
関
す
る
業
務
を
担
当

す
る
が
、
こ
れ
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
、
購
入
者
か
ら
代

金
を
受
け
取
る
と
、
将
来
の
返
品
や
返
金
を
考
慮
し
て
売

上
代
金
を
一
定
期
間
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
留
保

し
、
そ
の
後
、
販
売
者
に
売
上
代
金
を
精
算
す
る
仕
組
み
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と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　

例
え
ば
、
韓
国
の
最
大
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ

り
、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
・
ビ
ジ
ョ
ン
・
フ
ァ
ン
ド
（
二
三
・

九
％
）
が
主
要
株
主
で
あ
る
ク
ー
パ
ン
の
精
算
方
式
は
、

週
精
算
と
月
精
算
に
分
か
れ
る
。
週
精
算
は
月
曜
日
か
ら

日
曜
日
ま
で
の
売
上
を
基
準
に
、
一
五
営
業
日
後
に
七

〇
％
を
精
算
し
、
二
ヶ
月
後
に
残
り
の
三
〇
％
を
支
払

う
。
精
算
完
了
ま
で
に
四
〇
〜
五
〇
日
か
か
る
こ
と
に
な

る
。
月
精
算
は
、
商
品
が
販
売
さ
れ
た
月
の
最
終
日
を
基

準
に
、
一
五
営
業
日
後
に
売
上
代
金
の
一
〇
〇
％
を
精
算

す
る
。
精
算
完
了
ま
で
に
約
六
〇
日
か
か
る
。
ク
ー
パ
ン

は
精
算
サ
イ
ク
ル
が
長
い
と
い
う
指
摘
を
受
け
、
昨
年
、

迅
速
精
算
サ
ー
ビ
ス
を
導
入
し
た
。
購
入
確
定
日
を
基
準

に
翌
日
の
午
前
一
〇
時
に
売
上
代
金
の
九
〇
％
を
精
算
す

る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
テ
ィ
モ
ン
は
取
引
が
発
生
し
た
月

の
最
終
日
を
基
準
に
四
〇
日
後
に
取
引
代
金
の
一
〇
〇
％

を
支
払
う
。
ウ
ィ
メ
プ
は
取
引
発
生
日
が
属
す
る
月
の
最

終
日
を
基
準
に
二
ヶ
月
後
の
七
日
に
取
引
代
金
の
一
〇

〇
％
を
精
算
す
る
。
テ
ィ
モ
ン
と
ウ
ィ
メ
プ
の
両
方
と

も
、
売
上
発
生
後
、
精
算
ま
で
に
約
七
〇
日
か
か
る
。

　

一
方
、
日
本
の
場
合
、
精
算
ま
で
の
期
間
は
比
較
的
短

い
。
日
本
の
楽
天
市
場
は
比
較
的
短
く
、
前
月
二
六
日
か

ら
当
月
一
〇
日
分
は
当
月
末
に
売
上
代
金
が
支
払
わ
れ
、

一
一
日
か
ら
二
五
日
分
は
翌
月
一
五
日
に
支
払
わ
れ
る
シ

ス
テ
ム
で
、
最
短
で
二
〇
日
か
ら
最
長
で
三
五
日
か
か

る
。
メ
ル
カ
リ
の
場
合
、
月
末
締
め
、
翌
月
一
〇
日
支
払

い
で
あ
り
、
精
算
ま
で
に
一
〇
日
か
ら
四
〇
日
か
か
る
。

三
、
資
金
決
済
法
上
の
問
題

　

今
回
問
題
と
な
っ
た
根
本
的
な
原
因
は
、
こ
の
よ
う
に

留
保
さ
れ
て
い
た
売
上
代
金
を
他
の
用
途
に
使
用
し
た
こ

と
に
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
売
上
代
金
を
Ｅ
Ｃ

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
自
由
に
使
用
し
て
問
題
は
な
い
の
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か
。
そ
し
て
、
精
算
期
間
が
長
引
け
ば
長
引
く
ほ
ど
、
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
会
社
は
こ
の
よ
う
な
金
額
を
流
用
す
る

機
会
が
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
の
期
間
に
関
し
て

何
ら
か
の
規
制
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
の
か
。
Ｅ
Ｃ
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
こ
の
よ
う
な
売
上
代
金
を
ど
の
よ
う

に
管
理
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
が
資
金
決
済
法
上
ど
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
か
に
よ
っ

て
異
な
る
。

　

Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
金
銭
支
払
義
務
を
負
う

債
務
者
（
購
入
者
）
が
遠
隔
地
に
い
る
債
権
者
（
販
売

者
）
に
代
金
を
支
払
う
際
に
、
債
権
者
の
依
頼
を
受
け
て

自
ら
、
ま
た
は
第
三
者
の
機
関
を
通
じ
て
決
済
を
代
行
す

る
サ
ー
ビ
ス
、
い
わ
ゆ
る
収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
遠
隔
地
に
い
る
債
権
者

と
債
務
者
間
の
決
済
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス

で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
銀
行
や
資
金
移
動
業
者
の
み
が

行
う
こ
と
が
で
き
た
「
為
替
取
引
」（
銀
行
法
第
二
条
第

二
項
第
二
号
、
資
金
決
済
法
第
二
条
第
二
項
）
に
該
当
す

る
か
が
問
題
と
な
る
。
為
替
取
引
に
関
す
る
法
律
上
の
定

義
は
存
在
し
な
い
が
、
為
替
取
引
の
意
味
を
示
し
た
最
古

裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
①
遠
隔
地
者
間
の
資
金
移
動

を
行
う
こ
と
、
②
直
接
現
金
を
輸
送
せ
ず
に
資
金
を
移
動

さ
せ
る
仕
組
み
を
利
用
す
る
こ
と
、
③
上
記
⑴
お
よ
び
⑵

を
内
容
と
す
る
依
頼
を
引
き
受
け
る
こ
と
、
ま
た
は
引
き

受
け
て
遂
行
す
る
こ
と
、
と
い
う
三
つ
の
要
件
を
満
た
す

場
合
、
為
替
取
引
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
最
高
裁

平
成
一
三
年
三
月
一
二
日
第
三
小
法
廷
決
定
）。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
為
替
取
引
を
行
う
銀
行
以
外
の
事
業
者

は
、
資
金
決
済
法
上
の
資
金
移
動
業
者
と
し
て
規
制
の
対

象
と
な
る
。
資
金
移
動
業
と
は
、
銀
行
以
外
の
事
業
者
が

為
替
取
引
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
を
指
し
、
為
替
取
引
を

行
う
に
は
金
融
庁
へ
の
登
録
が
必
要
で
あ
る
。
資
金
移
動

業
に
は
、
送
金
額
の
上
限
が
異
な
る
三
つ
の
種
類
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
種
、
第
二
種
、
第
三
種
と
分
類
さ
れ
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て
い
る
。

　

一
方
、
収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
は
そ
の
利
便
性
か
ら
広
く

一
般
生
活
に
浸
透
し
、
銀
行
や
資
金
移
動
業
者
以
外
に
も

多
数
の
事
業
者
が
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
に
使
用
さ
れ
た
法
的
手
段
と
し
て
、
債
務

者
と
債
権
者
の
間
に
位
置
す
る
事
業
者
に
対
し
、
債
権
者

が
「
代
理
受
領
権
限
」
を
付
与
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
て

い
る
。
具
体
的
に
は
、
債
権
者
と
収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
事
業
者
（
以
下
「
収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
」）
の
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
に
よ
り
、
債
権
者
は
債

務
者
か
ら
の
金
銭
受
領
権
を
収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

に
委
託
す
る
形
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
収
納
代
行
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
は
債
権
者
を
代
理
し
て
債
務
者
か
ら
金
銭
を

受
け
取
る
こ
と
を
サ
ー
ビ
ス
の
中
心
と
し
、
資
金
の
移
動

を
目
的
と
し
な
い
た
め
、
為
替
取
引
に
は
該
当
し
な
い
と

解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
方
法
に
は
、
債
務
者
が
二
重
払
い
の
リ
ス

図表１�　資金決済法における資金移動業者の規制

〔出所〕�　金融庁、「金融庁説明資料（近年の資金決済制度の動きについて）」（2023）、７頁。
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ク
を
負
わ
な
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
代
理
受
領
権
限
が
付
与
さ

れ
て
い
る
た
め
、
債
務
者
が
そ
の
事
業
者
に
支
払
い
を
行

え
ば
、
そ
の
時
点
で
債
務
者
の
債
務
は
弁
済
に
よ
り
消
滅

す
る
。
仮
に
収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
そ
の
金
銭
を

持
ち
逃
げ
し
た
り
、
債
権
者
に
対
し
て
受
領
し
た
金
銭
を

支
払
わ
な
か
っ
た
り
、
倒
産
し
た
場
合
で
も
、
債
務
者
は

再
度
支
払
い
を
行
う
必
要
が
な
い
。
一
般
的
に
、
債
務
者

は
消
費
者
で
あ
り
、
債
権
者
は
事
業
者
で
あ
る
ケ
ー
ス
が

多
く
、
消
費
者
の
利
益
が
保
護
さ
れ
る
一
方
で
、
信
用
リ

ス
ク
を
負
う
の
は
事
業
者
で
あ
る
た
め
、
こ
の
方
法
は
広

く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま

え
、
二
〇
二
〇
年
の
資
金
決
済
法
改
正
に
お
い
て
、
一
部

の
収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
が
為
替
取
引
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
改
正
さ
れ
た
が
、
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者

が
提
供
す
る
収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
は
、
同
法
の

規
制
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
特
に
規
制
が
設
け
ら

れ
て
い
な
い
（
資
金
決
済
法
第
二
条
の
二
、
資
金
移
動
府

令
第
一
条
の
二
ウ
ⅱ
参
照
）⑵

。

　

確
か
に
、
上
述
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
収
納
代
行
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
が
そ
の
金
銭
を
持
ち
逃
げ
し
た
り
、
債
権
者

に
対
し
て
受
領
し
た
金
銭
を
支
払
わ
な
か
っ
た
り
、
倒
産

し
た
場
合
で
も
、
債
務
者
が
再
度
支
払
い
を
行
う
必
要
が

な
い
と
い
う
点
で
、
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
大
き
な
問

題
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
韓
国
で
のQ

oo10

販
売
代
金
遅
延
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
販
売
者
に
代
金
が

支
払
わ
れ
な
い
場
合
、
販
売
者
が
配
送
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し

た
り
、
購
入
者
が
返
金
や
返
品
を
求
め
る
際
に
そ
れ
を
拒

否
す
る
可
能
性
が
高
ま
り
、
そ
の
結
果
、
一
般
消
費
者
が

事
実
上
の
被
害
を
被
る
可
能
性
が
高
い
。
購
入
者
は
セ

ラ
ー
に
対
し
て
商
品
の
引
渡
請
求
権
を
有
し
て
い
る
も
の

の
、
こ
の
請
求
権
を
行
使
す
る
た
め
に
法
的
紛
争
ま
で
起

こ
す
こ
と
は
、
費
用
対
効
果
が
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
出
店
し
て
い
る
セ
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ラ
ー
は
事
業
者
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
多
く
は
小
規
模

な
事
業
者
に
過
ぎ
な
い
。
大
手
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営

会
社
と
セ
ラ
ー
を
単
に
事
業
者
同
士
の
紛
争
と
し
て
同
一

視
す
る
こ
と
は
、
不
公
平
な
結
果
を
招
く
可
能
性
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
セ
ラ
ー
や
利
用
者
を
保

護
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
第
三
種
資
金
移
動
業
者

に
求
め
ら
れ
る
預
貯
金
に
よ
る
売
上
代
金
の
分
別
管
理
義

務
を
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
も
適
用
す
べ
き
だ
と
考

え
る
。

　

韓
国
に
お
い
て
も
、
従
来
か
ら
韓
国
の
資
金
決
済
法
で

あ
る
電
子
金
融
取
引
法
に
基
づ
き
、
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
第
二
次
電
子
決
済
代
行
会
社
と
し
て

分
類
さ
れ
て
い
る
。
消
費
者
が
商
品
を
決
済
す
る
と
、
電

子
決
済
代
行
業
者
（
Ｋ
Ｇ
イ
ニ
シ
ス
な
ど
）
を
経
由
し
て

第
二
次
電
子
決
済
代
行
会
社
（
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

会
社
）
に
代
金
が
渡
り
、
最
終
的
に
販
売
者
に
資
金
が
支

払
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
分
類
シ

ス
テ
ム
は
あ
る
も
の
の
、
第
二
次
電
子
決
済
代
行
業
者
に

対
す
る
具
体
的
な
法
的
規
制
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

テ
ィ
モ
ン
や
ウ
ィ
メ
プ
の
よ
う
な
第
二
次
電
子
決
済
代
行

会
社
は
、
許
・
認
可
の
審
査
手
続
き
が
な
く
、
単
純
な
登

録
だ
け
で
営
業
が
可
能
で
あ
り
、
法
的
な
規
制
は
存
在
せ

ず
、
行
政
指
導
に
従
っ
て
そ
の
都
度
規
制
が
行
わ
れ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
今
回
の
事
件
を
契
機
に
、
韓
国
で
は
Ｅ

Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
会
社
に
も
資
金
の
分
別
管
理
義
務

な
ど
、
一
定
の
規
制
立
法
を
導
入
す
る
こ
と
が
議
論
さ
れ

て
い
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

資
金
決
済
法
の
規
制
を
無
理
に
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
企
業
に
適
用
す
る
と
、
収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
の
機
能
が

弱
ま
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
、
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
為
替
取
引
と
類
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似
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
現
行

の
業
者
規
制
を
厳
格
に
適
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
に
し
て

も
、
売
上
代
金
の
精
算
基
準
を
設
け
る
、
ま
た
は
そ
の
代

金
を
分
別
管
理
さ
せ
る
義
務
を
課
す
と
い
っ
た
対
策
が
必

要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
現
状
で
は
分
別
管
理

義
務
な
ど
の
規
制
が
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
売
上
代
金

の
規
模
が
大
き
い
場
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
企
業
が
こ
れ
を
自
由
に
使
用
で
き
る
状
態
に
し

て
お
く
と
、
予
期
し
な
い
色
々
な
弊
害
が
発
生
す
る
恐
れ

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
日
本
で
は
、
こ
の
問
題
を
セ
ラ
ー
と
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
間
の
課
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
が
、
販
売
者
は
小
規
模
事
業
者
だ
け
で
な
く
、
販

売
者
に
代
金
が
支
払
わ
れ
な
い
こ
と
で
生
じ
る
被
害
は
、

最
終
的
に
は
購
入
者
で
あ
る
一
般
利
用
者
に
も
転
嫁
さ

れ
、
被
害
が
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す

べ
き
で
あ
る
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
よ
り

具
体
的
な
議
論
が
深
ま
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

（
注
）

⑴　

Q
oo10

は
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
を
運
営
す
る
企
業
で
あ
り
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
に
設
立
さ
れ
た
韓
国
系
の
Ｅ
Ｃ
企
業
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
に
韓

国
の
大
手
Ｅ
Ｃ
企
業
で
あ
る
Ｇ
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
創
業
者
、
ク
・
ヨ
ン

ベ
とeBay

が
共
同
ベ
ン
チ
ャ
ー
形
式
で
立
ち
上
げ
た
。
現
在
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
中
国
、
香
港
の
五

つ
の
地
域
で
Ｅ
Ｃ
モ
ー
ル
を
運
営
し
て
い
る
。
一
方
、
日
本
で
も

Q
oo10�Japan

と
い
う
名
称
で
営
業
し
て
い
た
が
、
二
〇
一
八
年
三

月
初
頭
にQ

oo10�Japan

はeBay

に
買
収
さ
れ
た
。Q

oo10�Japan

はQ
oo10

と
い
う
名
称
を
引
き
続
き
使
用
し
て
い
る
が
、
資
本
関
係

が
全
く
な
い
別
個
の
会
社
で
あ
る
。Q

oo10�Japan

は
、
韓
国
の
化

粧
品
や
衣
料
品
の
購
入
先
と
し
て
Ｚ
世
代
の
間
で
人
気
を
集
め
て
お

り
、
会
員
数
は
約
二
、
三
〇
〇
万
人
で
、
そ
の
う
ち
一
〇
代
か
ら
三

〇
代
の
女
性
会
員
が
全
体
の
七
六
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で

あ
る
。

⑵　
「
契
約
の
成
立
に
不
可
欠
な
関
与
」（
資
金
移
動
業
府
令
一
条
の
二

第
三
号
ロ
）
を
行
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
個
別
の
事
例

ご
と
に
実
質
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
多
く
の
者
が
参
加
し
て
取
引
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
を
提
供
す
る
事
業
者
が
、
利
用
規
約
で
そ
の
プ
ラ
ッ
ト
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フ
ォ
ー
ム
の
利
用
条
件
や
取
引
成
立
条
件
を
定
め
て
い
る
場
合
、
そ

れ
が
「
契
約
の
締
結
の
方
法
に
関
す
る
定
め
」
に
該
当
し
、「
契
約
の

成
立
に
不
可
欠
な
関
与
」
を
行
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
金
融
庁
「
令
和
二
年
資
金
決
済
法
改
正
に
係
る
政
令
・
内
閣

府
令
案
等
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果
等
に
つ
い
て
」

（
二
〇
二
一
年
三
月
一
九
日
）
の
コ
メ
ン
ト
の
概
要
及
び
コ
メ
ン
ト
に

対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方
№
六
七
〜
七
二
。

（
コ
ウ
　
イ
ル
フ
ン
・
当
研
究
所
研
究
員
）


